
令和３年中の全国の交通事故発生件数は３０万５，１９６件。 

その死傷者は３６万４，７６７人。 

柳津町でも人身・物件あわせて年間数十件の交通事故が 

起きています。 

重大な事故を起こさないためにも、交通ルールを守って 

時間と心に余裕のある運転をしましょう。 

◇法定速度を守っていますか？ 

◇道路標識の指示を守っていますか？ 

◇右左折するときは３０ｍ手前から、車線変更するとき 

 はその３秒前から、方向指示器（ウィンカー）を出し 

 ていますか？ 

◇信号のない横断歩道は、歩行者優先です。 

このほかにも、守らなければならない交通ルールはたく 

さんあります。 

この機会にもう一度見直してみましょう！ 
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安全なクルマの運転 

を心掛けましょう！ 

会津坂下地区交通安全協会柳津分会が、4 月 1 日(土)に 
本庁地区において、横断旗の設置や注意喚起看板の設
置作業を行いました。交通安全協会柳津分会では、町
内の交通事故ゼロを目指して活動を行っています。  
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柳津町では、令和６年度採用の職員（一般事務（大学卒程度）及び資格免許職（保健師））を募集します。採用候
補者試験を以下のとおり実施しますので、受験を希望される方はお申し込みください。 
 
１．試験職種及び採用予定人員 

試 験 職 種 一般事務（大学卒程度） 資格免許職（保健師） 

採用予定人員 若干名 １名 
 
２．受験資格 

職
種 

一般事務（大学卒程度） 資格免許職（保健師） 

受
験 
資
格 

次の要件をすべて満たす者とします。 
（1）昭和４８年４月２日以降に生まれた者 
（2）大学程度を卒業 または 令和６年３月まで

に卒業見込みの者 

次の要件をすべて満たす者とします。 
（1）昭和４８年４月２日以降に生まれた者 
（2）保健師の資格免許を有する者 または 令和６

年３月までに取得見込みの者 

備
考 

受験資格を満たす者でも、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。 
（1）日本の国籍を有しない者 
（2）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまで

の者 
（3）柳津町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
（4）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

 
３．試験の方法 

区分 試験内容 詳 細 

第一次
試験 

教養試験 

職員として必要な一般知識及び知能について、五肢択一式による筆記試験を行いま
す。 
〇出題分野及び出題数 
知識分野２０問、知能分野２０問の合計４０問 
※「古文」、「哲学・文学・芸術等」、「国語」の出題はありません。 

専門試験 
保健師として必要な専門知識及び能力について、択一式による筆記試験を行います。 
※資格免許職（保健師）のみ実施 

各種検査 事務適性検査及び職場適応性検査を実施します。 

第二次 
試験 

個別面接 
詳細は、第一次試験の合格者に対し通知します。 

小論文 

 
４．資格調査 

第一次試験合格者について、受験資格があるかどうか、試験申込書に記載されていること（WEB 申込フォーム
への入力による応募の場合は、入力された内容）が正しいかどうかについて調査します。 
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柳津町では、令和６年度採用の職員（一般事務（大学卒程度）及び資格免許職（保健師））を募集します。採用候
補者試験を以下のとおり実施しますので、受験を希望される方はお申し込みください。 
 
１．試験職種及び採用予定人員 

試 験 職 種 一般事務（大学卒程度） 資格免許職（保健師） 

採用予定人員 若干名 １名 
 
２．受験資格 

職
種 

一般事務（大学卒程度） 資格免許職（保健師） 

受
験 
資
格 

次の要件をすべて満たす者とします。 
（1）昭和４８年４月２日以降に生まれた者 
（2）大学程度を卒業 または 令和６年３月まで

に卒業見込みの者 

次の要件をすべて満たす者とします。 
（1）昭和４８年４月２日以降に生まれた者 
（2）保健師の資格免許を有する者 または 令和６

年３月までに取得見込みの者 

備
考 

受験資格を満たす者でも、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。 
（1）日本の国籍を有しない者 
（2）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまで

の者 
（3）柳津町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
（4）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

 
３．試験の方法 

区分 試験内容 詳 細 

第一次
試験 

教養試験 

職員として必要な一般知識及び知能について、五肢択一式による筆記試験を行いま
す。 
〇出題分野及び出題数 
知識分野２０問、知能分野２０問の合計４０問 
※「古文」、「哲学・文学・芸術等」、「国語」の出題はありません。 

専門試験 
保健師として必要な専門知識及び能力について、択一式による筆記試験を行います。 
※資格免許職（保健師）のみ実施 

各種検査 事務適性検査及び職場適応性検査を実施します。 

第二次 
試験 

個別面接 
詳細は、第一次試験の合格者に対し通知します。 

小論文 

 
４．資格調査 

第一次試験合格者について、受験資格があるかどうか、試験申込書に記載されていること（WEB 申込フォーム
への入力による応募の場合は、入力された内容）が正しいかどうかについて調査します。 
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５．試験の期日、場所、結果の発表 

区分 期日 時間 試験会場 結果発表 

第一次 
試験 

令和５年 
７月９日（日） 

【一般事務（大学卒程度）】 
受  付  ９：００～ ９：３０ 
教養試験 １０：００～１２：００ 
各種検査 １３：００～１３：４５ 福島大学 

福島市金谷川 
１番地 

役場掲示板に合格
者の受験番号を掲
示するほか、合否に
かかわらず各区分
の受験者に対し郵
送で通知します。 

【資格免許職（保健師）】 
受  付  ９：００～ ９：３０ 
教養試験 １０：００～１２：００ 
専門試験 １３：００～１４：３０ 
各種検査 １４：４５～１５：３０ 

第二次 
試験 

令和５年９月頃に実施を予定しています。 
日程等については第一次試験合格者へ通知します。 

※第一次試験には HB の鉛筆及び消しゴムを持参してください。それ以外の筆記用具は使用できません。 
また、各自必要に応じて昼食を持参してください。 

 
６．合格者の採用 
（１）合格者は採用候補者名簿に登載されます。登載された者に対して、その旨を文書で通知します。この採用候

補者名簿の有効期間は、原則として１年間です。 
（２）名簿に登載された者から、成績順に町長が採用する者を決定します。採用が決定した者に対して、その旨を

文書で通知します。 
（３）採用が決定した者は、令和６年４月１日採用となる予定です。初任給については柳津町の給料表によります

が、このほかに扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当等が、それぞれの支給要件に応
じて支給されます。 

 
７．受験申込方法及び受付期間 

① 受験申込方法：受験申込方法は二通りあります。A またはB のいずれかの方法で申込を行ってください。 

A. WEB 申込フォームを利用した申込 

 （１） 
柳津町公式 WEB サイト内「柳津町職員・会計年度任用職員採用情報」ページ
（https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2022042500025/）より申込フォ
ームに進み、必要事項を入力のうえ送信してください。 
※右の二次元コードから採用情報ページへアクセスすることができます。 

 （２） 
入力事項の確認後、数日中に受験票を郵便で交付します。送信後１週間程度経過しても受験票が届かない
場合は、総務課総務係までお問い合わせください。 
受験票を受領したときは、最近6 か月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６cm×横
４cm）１枚を写真欄に貼り付け、第一次試験に持参してください。試験当日に受験票がない場合や、規定
の大きさの写真が貼り付けられていない場合は、受験できないことがあります。 
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B. 申込用紙を利用した申込 

 （１） 
申込用紙を柳津町役場２階 総務課総務係で交付します。 
郵便により用紙を請求する場合は、封筒の表に「大学卒程度（保健師の場合は、資格免許職）試験申込用
紙請求」と朱書し、１２０円切手を貼った自分宛の返信用封筒（角形２号）を同封して送付してください。 
（２） 
申込用紙に必要事項を記入し、柳津町役場２階 総務課総務係に提出してください。 
郵便により提出する場合は、封筒の表に「大学卒程度（保健師の場合は、資格免許職）試験申込」と朱書
し、簡易書留で送付してください。 
（３） 
記載事項の確認後、受験票を交付します。申込書を郵便で提出した場合は、郵便で交付します。 
受験票を受領したときは、最近6 か月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６cm×横
４cm）１枚を写真欄に貼り付け、第一次試験に持参してください。試験当日に受験票がない場合や、規定
の大きさの写真が貼り付けられていない場合は、受験できないことがあります。 

※交付や申込受付、発送は、受付期間中の平日 8 時30 分から 17 時 15 分に限り行います。 
WEB 申込フォームについては、申込期間中はいつでも入力・送信が可能です。 

 
② 受付期間 

令和５年６月９日（金） １７時１５分まで（各申込方法共通） 
※郵便による提出の場合は、令和５年６月７日（水）までの消印があるものに限り受け付けます。 
※WEB 申込フォームによる申込の場合、受付期間を過ぎても一定期間は入力・送信を行うことができますが、

受付期間終了後に送信されたものは受け付けることができません。必ず受付期間内に送信してください。 
 
８．試験結果の開示 

この試験の結果については、柳津町個人情報保護条例第１７条第１項の規定により、口頭で開示を請求するこ
とができます。 

なお、電話、はがき等による請求では開示できません。受験者本人であることを明らかにする書類（運転免許
証、学生証、旅券等）を持参のうえ、受験者本人が直接おいでください。 

 
試験 開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

第一次試験 第一次試験不合格者 
総合得点・順位 

合格者発表日より１ヶ月間 
（平日 8：30～17：15） 

柳津町役場２階 
総務課総務係 第二次試験 第二次試験受験者 

 
９．その他 

（１）第一次試験当日は試験場への自家用車の乗り入れを禁止します。また、家族などによる送迎も会場周辺の
渋滞の原因となる恐れがありますので、公共交通機関を利用してお越しください。 

（２）この試験に関して不明な点や確認したい点がある場合は、下記までお問い合わせください。郵便で問い合
わせる場合は、８４円切手を貼った自分宛の返信用封筒（長形３号）を同封してください。 

 
 
 
 

【郵送先・問い合わせ先】 
〒９６９－７２０１ 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４番地 
柳津町役場 総務課総務係 （℡：０２４１－４２－２１１２） 
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B. 申込用紙を利用した申込 

 （１） 
申込用紙を柳津町役場２階 総務課総務係で交付します。 
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郵便により提出する場合は、封筒の表に「大学卒程度（保健師の場合は、資格免許職）試験申込」と朱書
し、簡易書留で送付してください。 
（３） 
記載事項の確認後、受験票を交付します。申込書を郵便で提出した場合は、郵便で交付します。 
受験票を受領したときは、最近6 か月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６cm×横
４cm）１枚を写真欄に貼り付け、第一次試験に持参してください。試験当日に受験票がない場合や、規定
の大きさの写真が貼り付けられていない場合は、受験できないことがあります。 
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WEB 申込フォームについては、申込期間中はいつでも入力・送信が可能です。 

 
② 受付期間 

令和５年６月９日（金） １７時１５分まで（各申込方法共通） 
※郵便による提出の場合は、令和５年６月７日（水）までの消印があるものに限り受け付けます。 
※WEB 申込フォームによる申込の場合、受付期間を過ぎても一定期間は入力・送信を行うことができますが、

受付期間終了後に送信されたものは受け付けることができません。必ず受付期間内に送信してください。 
 
８．試験結果の開示 

この試験の結果については、柳津町個人情報保護条例第１７条第１項の規定により、口頭で開示を請求するこ
とができます。 

なお、電話、はがき等による請求では開示できません。受験者本人であることを明らかにする書類（運転免許
証、学生証、旅券等）を持参のうえ、受験者本人が直接おいでください。 

 
試験 開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

第一次試験 第一次試験不合格者 
総合得点・順位 
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（平日 8：30～17：15） 

柳津町役場２階 
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９．その他 

（１）第一次試験当日は試験場への自家用車の乗り入れを禁止します。また、家族などによる送迎も会場周辺の
渋滞の原因となる恐れがありますので、公共交通機関を利用してお越しください。 

（２）この試験に関して不明な点や確認したい点がある場合は、下記までお問い合わせください。郵便で問い合
わせる場合は、８４円切手を貼った自分宛の返信用封筒（長形３号）を同封してください。 

 
 
 
 

【郵送先・問い合わせ先】 
〒９６９－７２０１ 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４番地 
柳津町役場 総務課総務係 （℡：０２４１－４２－２１１２） 
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 令和５年６月１８日執行の柳津町長選挙に伴う会計年度任用職員（事務職）及び期日前投票立会人を募集します
ので、希望する方はお申し込みください。 
 

項  目 会計年度任用職員（事務職） 期日前投票立会人 
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午後８時００分まで勤務 
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問 柳津町選挙管理委員会事務局（総務課総務係） ℡０２４１－４２－２１１２ 
 
 
 
 

令和５年６月１８日（日）執行の柳津町長選挙に係る立候補予定者説明会を下記のとおり開催しますので、立候
補予定者の関係者につきましてはご出席ください。 
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昭和２４年６月１日に人権擁護委員法が施行され、それを記念して、毎年６月１日を「人権擁護委員の日」と定
め、６月１日を中心に人権擁護委員が人権相談に応じたり、全国的な啓発活動を実施しています。 
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していますので、悩み事などがありましたら右の電 
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問 町民課住民福祉係 ℡０２４１－４２-２１１８ 

柳津町長選挙に伴う期日前投票立会人の募集について 
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特設人権相談所の開設について 
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令和５年度の春の総合健(検)診について、以下の日程のとおり実施します。自分の地区日程をご確認のう

え、受診される方は、受付時間の厳守にご協力をお願いします。 
割り当ての日時で通合が悪い場合は、別日程で受診できますが、割り当てられている地区の方が優先とな

りますので、お待ちいただくことをご了承ください。 
  

実施日 場所 受付時間 地区名 

6 月 10 日 
（土） 

やないづふれあい館 
8：00～8：40 細越・新村・古屋敷・長倉 
8：40～9：10 一王町・柳ヶ丘 
9：10～9：30 小ノ川・小巻 

6 月 12 日 
（月） 

ゆきげ館 
（西山交流センター） 

8：00～8：40 胄中・大成沢・琵琶首 
8：40～9：10 湯八木沢・四ツ谷 
9：10～9：30 牧沢・高森 

6 月 13 日 
（火） 

ゆきげ館 
（西山交流センター） 

8：00～8：40 黒沢・芋小屋・五畳敷 
8：40～9：10 砂子原 
9：10～9：30 久保田 

6 月 14 日 
（水） やないづふれあい館 

8：00～8：40 諏訪町・塩野・猪鼻・麻生・軽井沢 
8：40～9：10 野老沢・長窪 
9：10～9：30 八坂野・黒滝 

6 月 15 日 
（木） 

 
やないづふれあい館 

8：00～8：40 大平町・大野・石生・椿 
8：40～9：10 藤・寺家町 
9：10～9：30 岩坂町・小柳津・中野・桐ヶ丘 

6 月 16 日 
（金） やないづふれあい館 

8：00～8：40 門前町・出倉・大野新田・石神 
8：40～9：10 安久津 
9：10～9：30 檀ノ浦・石坂・大峯 

 ※一部日程が変更になりました。 6 月 18 日（日）ふれあい館 ⇒ 6 月 10 日（土）ふれあい館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇３月の健康管理世帯調査で、町の健(検)診を申し込んでいない方で、今回の総合健(検)診の受診を希望

する方は、町民課保健衛生係までご連絡ください。受診録・検査容器などをお送りします。 
◇社会保険の被扶養者で町の総合健(検)診での特定健診の受診を希望する方で、採尿スポイト・コップが

必要な方は町民課保健衛生係までご連絡ください。 
 
問 町民課保健衛生係 ℡０２４１－４２－２１１８ 
 

令和５年度 総合健(検)診のお知らせ 

＜総合健(検)診受診時のお願い＞ 
 

 皆さまに安心して健(検)診を受診していただけるよう、健(検)診会場では、スタッフのマスクの着用、ア
ルコール手指消毒等の感染症対策を実施します。受診される皆さまにおかれましても以下について、ご
理解とご協力をお願いいたします。 
 
◇ 健(検)診当日、発熱や体調不良がある場合は受診を控え、別日程での受診をお願いします。 
◇ 多くの方が集まりますので、感染症予防のため受診される方も可能な限りマスクの着用をお願いしま

す。なお、スタッフは、マスクを着用し健(検)診に従事いたします。 
◇ 健(検)診会場入り口等にアルコール消毒を設置しますので、適宜ご利用ください。 
◇ 会場内は、随時換気を実施します。 

 



広報やないづお知らせ版 令和５年５月１２日号 6 

 

 
 
令和５年度の春の総合健(検)診について、以下の日程のとおり実施します。自分の地区日程をご確認のう

え、受診される方は、受付時間の厳守にご協力をお願いします。 
割り当ての日時で通合が悪い場合は、別日程で受診できますが、割り当てられている地区の方が優先とな

りますので、お待ちいただくことをご了承ください。 
  

実施日 場所 受付時間 地区名 

6 月 10 日 
（土） 

やないづふれあい館 
8：00～8：40 細越・新村・古屋敷・長倉 
8：40～9：10 一王町・柳ヶ丘 
9：10～9：30 小ノ川・小巻 

6 月 12 日 
（月） 

ゆきげ館 
（西山交流センター） 

8：00～8：40 胄中・大成沢・琵琶首 
8：40～9：10 湯八木沢・四ツ谷 
9：10～9：30 牧沢・高森 

6 月 13 日 
（火） 

ゆきげ館 
（西山交流センター） 

8：00～8：40 黒沢・芋小屋・五畳敷 
8：40～9：10 砂子原 
9：10～9：30 久保田 

6 月 14 日 
（水） やないづふれあい館 

8：00～8：40 諏訪町・塩野・猪鼻・麻生・軽井沢 
8：40～9：10 野老沢・長窪 
9：10～9：30 八坂野・黒滝 

6 月 15 日 
（木） 

 
やないづふれあい館 

8：00～8：40 大平町・大野・石生・椿 
8：40～9：10 藤・寺家町 
9：10～9：30 岩坂町・小柳津・中野・桐ヶ丘 

6 月 16 日 
（金） やないづふれあい館 

8：00～8：40 門前町・出倉・大野新田・石神 
8：40～9：10 安久津 
9：10～9：30 檀ノ浦・石坂・大峯 

 ※一部日程が変更になりました。 6 月 18 日（日）ふれあい館 ⇒ 6 月 10 日（土）ふれあい館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇３月の健康管理世帯調査で、町の健(検)診を申し込んでいない方で、今回の総合健(検)診の受診を希望

する方は、町民課保健衛生係までご連絡ください。受診録・検査容器などをお送りします。 
◇社会保険の被扶養者で町の総合健(検)診での特定健診の受診を希望する方で、採尿スポイト・コップが

必要な方は町民課保健衛生係までご連絡ください。 
 
問 町民課保健衛生係 ℡０２４１－４２－２１１８ 
 

令和５年度 総合健(検)診のお知らせ 

＜総合健(検)診受診時のお願い＞ 
 

 皆さまに安心して健(検)診を受診していただけるよう、健(検)診会場では、スタッフのマスクの着用、ア
ルコール手指消毒等の感染症対策を実施します。受診される皆さまにおかれましても以下について、ご
理解とご協力をお願いいたします。 
 
◇ 健(検)診当日、発熱や体調不良がある場合は受診を控え、別日程での受診をお願いします。 
◇ 多くの方が集まりますので、感染症予防のため受診される方も可能な限りマスクの着用をお願いしま

す。なお、スタッフは、マスクを着用し健(検)診に従事いたします。 
◇ 健(検)診会場入り口等にアルコール消毒を設置しますので、適宜ご利用ください。 
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柳津町は、令和５年度に会津柳津駅の改修工事を予定しています。 
改修は、駅舎内に赤べこ張子の工房やカフェを設置し、観光情報の

発信や観光客・地域住民の交流の場にしたいと考えています。また、
昭和２年に建設された歴史ある建造物ですので、外装もできる限り昔
の装いを再現したいと考えています。 

会津柳津駅の昔の写真や資料（特に「昭和初期～昭和４０年代」の
もの）をお持ちの方で、情報提供が可能な方がいらっしゃいましたら、
下記までご連絡をお願いします。 

 
問 地域振興課観光商工係 ℡０２４１－４２－２１１４ 

 
 
 
 
令和 5 年度の狩猟免許試験日程が発表されましたので、お知らせします。 
詳細については、必要書類等が記載された案内書が地域振興課農林振興係にありますので、ご希望の方は

柳津町役場までお越しください（ただし、柳津町役場で狩猟試験の申請・受付を行っているわけではありま
せん。）。また、福島県自然保護課のホームページでも内容が確認できます。 
 
１．試験の期日・会場 

回数 試験期日 試験会場 備考 

第 1 回 令和 5 年 7 月 1 日（土） 
アピオスペース 

（会津若松市インター西 90） 罠猟のみ 

第 2 回 令和 5 年 8 月 5 日（土） 郡山市労働福祉会館 
（郡山市虎丸町 7-7） 

すべて 

第 3 回 令和 5 年 9 月 3 日（日） 郡山市労働福祉会館 
（郡山市虎丸町 7-7） 

すべて 

第 4 回 令和 5 年 10 月 14 日（土） 福島県青少年会館 
（福島市黒岩字田部屋 53-5） 

罠猟のみ 

第 5 回 令和 5 年 11 月 5 日（日） 
郡山市労働福祉会館 

（郡山市虎丸町 7-7） すべて 

 
２．受験申込の受付期間 

回数 受付期間 
第 1 回 令和 5 年 5 月 1 日（月）～令和 5 年 6 月 2 日（金） 
第 2 回 令和 5 年 6 月 5 日（月）～令和 5 年 7 月 7 日（金） 
第 3 回 令和 5 年 7 月 3 日（月）～令和 5 年 8 月 4 日（金） 
第 4 回 令和 5 年 8 月 14 日（月）～令和 5 年 9 月 15 日（金） 
第 5 回 令和 5 年 9 月 4 日（月）～令和 5 年 10 月 6 日（金） 

 
問 地域振興課農林振興係      ℡０２４１－４２－２１１６ 

福島県自然保護課        ℡０２４－５２１－７２１０ 
福島県会津地方振興局県民生活課 ℡０２４２－２９－５２９５ 

令和５年度 福島県狩猟免許試験のご案内 

会津柳津駅の昔の写真を探しています 

（イメージ図） 
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 現在、柳津町内では 1 品目の山菜（こしあぶら）に出荷制限がかけられており、４品目の山菜（わらび、
ぜんまい、たらのめ、たけのこ）については出荷の前にモニタリング検査を実施しています。 
加えて、福島県の取組として、ふき、ふきのとう、うど、うわばみそう、くさそてつ（こごみ）、もみじが
さ（しどけ）、さんしょう、おおばぎぼうし（うるい）、ねまがりたけについては過去２年間に渡り５０㏃
/kg 以上の検体が確認されていない市町村において生産者台帳に登録されている生産者に限り、自主検査で
安全を確認している場合は県の検査を省略して出荷できるようになりました。 
野生山菜の出荷までの流れと検査体制は、以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇出荷に伴う自主検査について 
   出荷先で検査を実施していただきます。（例：清柳苑に出荷する場合は清柳苑で検査を行う。） 

◇出荷先で検査体制がない場合 
   柳津町民については役場地域振興課農林振興係に連絡いただき、町から委託料をお支払いして清柳苑

にて検査を行っていただきます。検査結果は清柳苑でお受け取りください。 
◇採取した山菜を自家消費する場合 

   採取した山菜の摂取に不安がある場合は役場地域振興課農林振興係に連絡いただき、町から委託料を
お支払いして清柳苑にて検査を行っていただきます。 

  
 
問  地域振興課農林振興係      ℡０２４１－４２－２１１６ 

福島県会津農林事務所森林林業部 ℡０２４１－２４－５７３４ 
 
 
 

令和５年度野生山菜の検査体制・自家消費等について 

採取する品目は厚生労働省指定５品目（わらび、ぜんまい、たらのめ、こしあぶら、たけのこ（孟宗
竹）、はちく、まだけ）ですか？ 

はい いいえ 

柳津町はこしあぶらの出荷制限がされていま
す。採取したものはこしあぶらですか？ 

生産者台帳に登録されていますか？ 
※不明な場合は役場へお問い合わせください 

はい はい いいえ いいえ 

役場を通じて生産者台帳への登録とモニタリン
グ検査の申込をする 
※柳津町以外で採取した場合は採取市町村に相

談してください 
 

出荷の自粛をお願いし
ます 

 出荷先での自主検査等
を実施する 

 

安全が確認できた場合、出荷してください 
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柳津町はこしあぶらの出荷制限がされていま
す。採取したものはこしあぶらですか？ 

生産者台帳に登録されていますか？ 
※不明な場合は役場へお問い合わせください 

はい はい いいえ いいえ 

役場を通じて生産者台帳への登録とモニタリン
グ検査の申込をする 
※柳津町以外で採取した場合は採取市町村に相

談してください 
 

出荷の自粛をお願いし
ます 

 出荷先での自主検査等
を実施する 

 

安全が確認できた場合、出荷してください 

 

広報やないづお知らせ版 令和５年５月１２日号 9 

 

 
 
 令和５年４月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札による、落札価格が１００万円以上の工事・委託に
ついての結果です。１００万円以下の入札結果については役場２階総務課財政係において閲覧できます。 
 
委託（指名競争入札）】（価格：税込価格 単位：円） 

入札日 委託名／委託箇所 予定価格 落札価格 落札業者 

４月 2７日 
土地評価業務委託 

3,230,700 3,025,000 有限会社会津相互補償コ
ンサルタント 大字四ツ谷字蕨坂地内 

４月 27 日 
道路測量設計業務委託 

10,633,700 10,120,000 柳津測量設計株式会社 
大字大柳字道合地内 

 
問 総務課財政係 ℡０２４１－４２－２１１２ 
 
 
 
 
 
 

「柳津町住民アンケート調査」は、１５歳以上の町民のうち無作為に抽出した４００人を対象として実施してい
る調査で、町の最上位計画である「第 6 次柳津町振興計画」の目的達成度を把握するための指標となるほか、みな
さまのご意見や要望を反映した施策の立案に活用しています。 

アンケートの対象になられた方へは、町統計調査員が調査票を配布しておりますので、調査の目的・趣旨をご理
解いただき、アンケートにご協力いただきますようお願いします。 
 
問 みらい創生課みらい創生係 ℡０２４１－４２－２４４７ 
 
 
 
 
 
 

６月１日から６月１０日は、「電波利用環境保護周知啓発強化月間」です。 
 電波は、航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私たちの生活の安心・安全の確保に使われています。 
 不法電波は、大切な通信を妨害して私たちの生活や、人命の安全を脅かします。 
電波は、ルールを守って正しく使いましょう。 
 
電波の通信・妨害についてのお問い合わせは 
 総務省 東北総合通信局 相談窓口 ℡０２２－２２１－０６４１ 
  〒980-8795 宮城県仙台市青葉区本町３－２－２３ 
 
 
 
 

総務省からのお知らせ 

令和５年４月の工事等入札結果を公表します 

「柳津町住民アンケート調査」にご協力ください 

デンパ君 
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発電所やダムから水を流したときの水難事故を防ぐため、各所に注意札を立てています。 
 水を流すときはスピーカーやサイレンによってお知らせしますので、河原にいる人は危険ですから、すぐ安全な
場所に移動されますようお願いします。 
 

次のときにスピーカーを鳴らします 次のときはサイレンを鳴らします 

①ダムから初めて水を流すとき 
②発電所から初めて水を流すとき 
③発電所の出力を増やし、水を多く流すとき 
 
（放送内容） 
「今から川の水が急に増えます。河原にいる人は危険で
すから、すぐ上がってください。」 
 
※毎日午前９時にスピーカーの音を実際に鳴らして、装
置の点検を行っています。 

①ダムの流量が毎秒 1,000 ㎥に達したとき 
②ダムの流量が毎秒 2,000 ㎥（洪水量）に達したとき 
③ダムの流量が洪水量オーバー後毎秒 1,000 ㎥増加毎 
 
（警報内容） 
 サイレン     サイレン     サイレン 

■■■■  休み ■■■■  休み ■■■■ 
  50 秒   10 秒  50 秒  10 秒  50 秒 

 
阿賀野川水系ダムの状況を東北電力株式会社のホームページから閲覧できます。 
東北電力 HP →発電・環境・エネルギー→阿賀野川水系ダム情報 
 
問 東北電力株式会社 水力運用センター ℡0242−26−6862 
           只見川ダム管理所 ℡0241−52−3422 
 
 
 
 
 
 
 会津地域若者サポートステーション（通称：会津サポステ）は、厚生労働省の委託で、就活において悩みや不安が
ある方のための就労相談窓口です。 
 １５～４９歳の無業の方を対象に、個別相談を行っているほか、職場体験、各種講座（パソコン講座・面接セミナ
ーなど）、ハローワークでの出張相談も行っています。 
 ご利用は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。 
 

住 所 会津若松市大町２丁目１－１１ 
開 所 日 月～土曜日 9 時～18 時 

（木曜日は 19 時まで） 
※土曜日は法人カレンダーにより
休所日があります。 

電 話 番 号 ０２４２－３２－００１１ 
メ ー ル info@job-sapo.com 
ホームページ https://job-sapo.com 
L I N E @bxo7246m 
T w i t t e r @aizusapost 

 

東北電力からのおねがい 

HP は 
こちら 

会津地域若者サポートステーションのご案内 
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こちら 

会津地域若者サポートステーションのご案内 
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 賃金未払い、解雇、退職などの労使間のトラブルに関する困りごとや疑問についての相談をお受けします。 
 相談は無料で、秘密は厳守します。 
 相談は、平日の面談や電話での相談のほか、電子メールでも随時受け付けています。 
 お気軽にご相談ください。 
 
 ◇相談方法 
  ・来所での相談：お問い合わせ先の住所に直接来所してください。 
  ・電話での相談：０２４－５２１－７５９４に電話してください。 
  ・メールでの相談：ホームページより受付しています。 
 
 ◇相談受付時間 
  ・来所・電話での相談：８：３０～１２：００／１３：００～１７：００ 
            （土日祝日・年末年始を除く） 
  ・メ ー ル で の 相 談：随時 
 
問 福島県労働委員会事務局 ℡０２４－５２１－７５９４ 
  〒960-8043 福島県福島市中町８番２号 自治会館４階 
 
 
 
 
 
 
 法務局の職員が講師となって、「自筆証書遺言書を法務局で保管する制度」や「相続登記の申請義務化」について
の説明会を開催します。 
 福島地方法務局を拠点として、相馬・郡山・白河・会津若松・いわきにある法務局を Web 会議システムで中継し
ますので、遠方の方でも参加可能です。ぜひご参加ください。 
 
 ◇開催日：令和５年６月８日（木）、７月３日（月）、８月８日（火）、９月１２日（火） 
      いづれも午前１０時～午前１１時 
 ◇場 所：福島地方法務局・相馬支局・郡山支局・白河支局・若松支局・いわき支局の各会議室 
      （Web 会議システムで各支局に中継します。） 
 ◇参加費：無料 
 ◇その他：参加にあたっては、事前予約が必要です。直接、問合せ先へ電話でお申し込みください。 
 
問 福島地方法務局供託課 ℡０２４－５３４－１９７１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「労働困りごと相談窓口」のご案内 

「福島県労働委員会」は、労働
者個人・労働組合と使用者（会
社や団体等の事業主）との間の
労働トラブルを迅速に解決する
ための県の行政機関です。 

法務局からのお知らせ 

やないづ防災
行政アプリ

やないづ防災
行政メール配信

柳津町公式
LINE

柳津町公式
インスタグラム

広報誌配信アプリマチイロ
（左 Android、右 iOS）

柳津町のアプリ・SNSをぜひご利用ください！
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＜開催日＞ 

令和５年６月３日（土） ※小雨決行 
 

＜スタート・フィニッシュ＞ 
道の駅 会津柳津 

 
＜コース＞ 

１５キロコース、１０キロコース、５キロコース 
 

＜募集定員＞ 
先着２，０００名 
 

＜大会スケジュール＞ 
◇受付開始 午前８時３０分 
◇開会式  午前９時１５分 
◇スタート １５キロコース 午前９時３５分 

       １０キロコース 午前９時４０分 
        ５キロコース 午前９時４５分 
 
＜参加料＞ 

◇一     般：１，２００円（ふるさと商品券５００円分込み） 
            ８００円（ふるさと商品券なし） 

◇ゆうゆう倶楽部：１，１００円（ふるさと商品券５００円分込み） 
            ７００円（ふるさと商品券なし） 

◇中 学 生 以 下：  ５００円（ふるさと商品券５００円分込み） 
              無料（ふるさと商品券なし） 
 
＜申込方法＞ 
 ①専用 Web サイト：代表者の氏名・年齢・住所・電話番号・参加コース・参加者全員の氏名・年齢・参加コース・

民友ゆうゆう倶楽部会員の方は会員番号を送信してください。 
 ②往 復 は が き：代表者の氏名・年齢・住所・電話番号・参加コース・参加者全員の氏名・参加コース・民友ゆ

うゆう倶楽部会員の方は会員番号を明記し郵送してください。 
〒９６０－８６４８（住所不要） 
福島民友新聞社営業局事業部「みずウォーク柳津大会」係 
 

＜申込締切＞ 
５月３０日（火）必着 ※定員になり次第締め切ります 

 
＜その他＞ 
 ペット同伴での参加はご遠慮ください。 
 
＜問合せ先＞ 

福島民友新聞社営業局事業部 TEL024-523-1334（平日10：00～17：00） 
               TEL024-523-1191（大会前日・当日） 

 
うつくしまみずウォーク２０２３ 赤べこの里・やないづ大会 

開催のお知らせ 


